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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光透過性を有する基板と、
　前記基板の少なくとも一方面上に設けられる光学調整層と、を備え、
　前記光学調整層は、光吸収特性を有する金属Ａ、金属Ａの酸化物ＡＯ及び金属Ａの窒化
物ＡＮからなる群から選択される少なくとも１つの光吸収材料で形成された第１及び第２
光吸収層と、前記金属Ａと異なる金属元素であるＡｌの酸化物で形成された第１及び第２
中間層とを有し、
　前記光学調整層は、前記基板側から前記第１光吸収層、前記第１中間層、前記第２中間
層及び前記第２光吸収層の順に各々の層の上に直接積層され、前記第２中間層の酸化数が
前記第１中間層の酸化数よりも大きく、
　前記第２中間層の厚みが、前記第１中間層の厚みよりも厚いことを特徴とする光学フィ
ルタ。
【請求項２】
　可視波長における前記第１中間層の消衰係数は、可視波長における前記第２中間層の消
衰係数よりも大きいことを特徴とする請求項１に記載の光学フィルタ。
【請求項３】
　前記光吸収材料は、酸化物ＡＯまたは窒化物ＡＮであることを特徴とする請求項１また
は２に記載の光学フィルタ。
【請求項４】



(2) JP 6867148 B2 2021.4.28

10

20

30

40

50

　前記金属Ａは、Ｔｉ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｂ、Ｔａであることを特徴とする請求項１
から３のいずれか１項に記載の光学フィルタ。
【請求項５】
　前記第１の中間層の厚みは、６０Å～２００Åであることを特徴とする請求項１から４
のいずれか１項に記載の光学フィルタ。
【請求項６】
　前記基板の一方面上で、前記光学調整層上に、Ａｌの酸化物で形成される酸化物層が設
けられ、前記酸化物層の厚みは、前記第１の中間層の厚み以下であり、前記酸化物層の酸
化数は、前記第２中間層の酸化数よりも小さいことを特徴とする請求項１から５のいずれ
か１項に記載の光学フィルタ。
【請求項７】
　前記光学調整層は、前記基板の一方面上に複数層設けられ、
　複数層で構成された前記光学調整層の間に、前記酸化物層が設けられることを特徴とす
る請求項６に記載の光学フィルタ。
【請求項８】
　前記光学調整層は、前記基板の一方面上に設けられる第１光学調整層と、前記基板の他
方面上に設けられる第２光学調整層とを有することを特徴とする請求項１から６のいずれ
か１項に記載の光学フィルタ。
【請求項９】
　前記基板の一方面上には、前記金属Ａと異なる金属元素である金属Ｂの酸化物ＢＯで形
成される下地層が設けられ、
　前記光学調整層は、前記下地層の上に積層されたことを特徴とする請求項１から８のい
ずれか１項に記載の光学フィルタ。
【請求項１０】
　前記基板の少なくとも一面に赤外カット膜が形成されたことを特徴とした請求項１から
９のいずれか１項に記載の光学フィルタ。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の光学フィルタと、前記光学フィルタを通過し
た像を撮像する撮像素子と、を備えた撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は光学フィルタ及び、光学フィルタを有する撮像光学系に関するものである
【背景技術】
【０００２】
　カメラなどの撮像光学系には、ＣＣＤやＣＭＯＳなどの撮像素子が搭載されており、撮
像素子に入射した光を電気信号に変換することで映像を得ている。撮像光学系には撮像素
子に入射する光量を撮影状況に応じて調整する絞り機構やＮＤフィルタのような光学フィ
ルタが設けられている。
【０００３】
　光量調整フィルタは撮影に使用する光波長帯において透過率を略均一に減衰する機能を
持ち、色の再現性を保ちながら、撮像素子に入射する光量を調整することができる。光学
調整フィルタを使用することで、絞り機構のみでの光量調整で発生しうるハンチング現象
や光の回折による画像の劣化を低減し、より高品質の画像がれられるようになる。
【０００４】
　カメラなどの撮像光学系に搭載される光学フィルタは、対象とする光波長領域で透過率
が略均一であること、即ち透過率平坦性が重要視され、特許文献１に示すように、基板上
に金属あるいは金属化合物からなる光吸収層と金属酸化物からなる誘電体層との積層構造
を形成したものが一般的に用いられている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３‐４３２１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここで、従来のＮＤフィルタのような光学フィルタでは、例えば、光吸収層及び誘電体
層のうち特に光吸収層の光学特性が安定せず、光量調整の性能が安定的に得られないこと
があった。
【０００７】
　本発明は、安定した光量調整の機能を有する光学フィルタ及び撮像素子を提供するもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の光学フィルタは、光透過性を有する基板と、前記
基板の少なくとも一方面上に設けられる光学調整層と、を備え、前記光学調整層は、光吸
収特性を有する金属Ａ、金属Ａの酸化物ＡＯ及び金属Ａの窒化物ＡＮからなる群から選択
される少なくとも１つの光吸収材料で形成された第１及び第２光吸収層と、前記金属Ａと
異なる金属元素である金属Ｂの酸化物ＢＯで形成された第１及び第２中間層とを有し、
　前記光学調整層は、前記基板側から第１光吸収層、第１中間層、第２中間層及び第２光
吸収層の順に積層され、前記第２中間層の酸化数が前記第１中間層の酸化数よりも大きい
ことを特徴とする。
　また、上記課題を解決するために、本発明の光学フィルタは、光透過性を有する基板と
、前記基板の少なくとも一方面上に設けられる光学調整層と、を備え、前記光学調整層は
、光吸収特性を有する金属Ａ、金属Ａの酸化物ＡＯ及び金属Ａの窒化物ＡＮからなる群か
ら選択される少なくとも１つの光吸収材料で形成された第１及び第２光吸収層と、前記金
属Ａと異なる金属元素である金属Ｂの酸化物ＢＯで形成された第１中間層と、前記金属Ｂ
の窒化物ＢＮで形成された第２中間層とを有し、前記光学調整層は、前記基板側から第１
光吸収層、第１中間層、第２中間層及び第２光吸収層の順に積層されたことを特徴とする
。
 
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、安定した光量調整の機能を有する光学フィルタ及び撮像素子を実現す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係る光学フィルタの構成図。
【図２】実施例１に係る光学フィルタの構成図。
【図３】設計例１～３に係る光学フィルタの分光透過率特性を示す図。
【図４】実施例２に係る光学フィルタの構成図。
【図５】設計例４に係る光学フィルタの分光透過率特性を示す図。
【図６】実施例３に係る光学フィルタの構成図。
【図７】設計例５に係る光学フィルタの分光透過率特性を示す図。
【図８】赤外カット膜の透過率特性を示す図。
【図９】実施例３における光学調整フィルタの変形例を示す構成図。
【図１０】実施例３の光学調整フィルタの変形例における赤外カット膜の透過率特性を示
す図。
【図１１】本発明にかかる光学フィルタを用いた撮像光学系を示す構成図。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　以下、図面を参照して、本発明の一実施形態に係る光学フィルタの構造について詳細に
説明する。
【００１２】
　図１には本発明の実施形態に係る光学フィルタの構成図を一例として示す。
　本発明の光学フィルタは、所望の光波長において透明な透明基板上の少なくとも一方面
上に設けられた光学調整層を、金属Ａ、金属Ａの酸化物ＡＯ及び金属Ａの窒化物ＡＮから
なる群から選択される第１及び第２光吸収層と、これら第１及び第２光吸収層の間に形成
された金属Ａとは異なる金属元素である金属Ｂの酸化物ＢＯ又は窒化物ＢＮの化合物で形
成された多層構造の中間層とで構成することで得られる。
【００１３】
　そして、本発明では、多層構造からなる中間層の内、第１光吸収層側の層は、第２光吸
収層側の層と比較して、可視光波長領域における消衰係数が大きく、且つ、膜厚が薄くな
っている。更に、好ましくは、光学フィルタの最表層に反射防止層を形成する。
【００１４】
　ここで、本発明における光学調整層は、上述したように、第１及び第２光吸収層とこれ
らの間に設けられる多層構造の中間層とで１つの光学調整層を構成しているが、例えば、
基板上に複数の光学調整層を設ける場合には、光吸収層と中間層とを交互積層し、１つの
光吸収層及び中間層で１つの光学調整層としてもよい。また、複数の光学調整層を設ける
場合には、中間層は１層構造のものと多層構造（２層またはそれ以上の層構造）のものと
を組み合わせてもよい。
【００１５】
　なお、本発明では、基板の少なくとも一方面上に１つ又は複数の光学調整層を設けて光
学フィルタを構成してもよいが、基板の両面に１つ又は複数の光学調整層をそれぞれ設け
て光学フィルタを構成してもよい。１つ又は複数の光学調整層、そして反射防止層を合わ
せて光量調整膜とする。
【００１６】
　以下に本発明の光学フィルタを構成する要素についてそれぞれ説明する。
　（透明基板）
　本発明に使用する透明基板としては、所望の光波長領域において透明な基板であれば、
任意の基板を使用することが可能である。例えばガラスや水晶などの無機材料からなる基
板や、ポリエステル系、ノルボルネン系、ポリエーテル系、アクリル系、スチレン系、Ｐ
ＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）、ＰＥＳ（ポリエーテルスルホン）系、ポリスルホ
ン系、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）系、ＰＣ（ポリカーボネート）系、及びポリ
イミド系などの様々な合成樹脂基板を使用することができる。
【００１７】
　合成樹脂基板は、ガラスなどの無機基板に比べ、柔軟で軽く、加工性が良いが、膜応力
や熱応力による変形や、水分による特性変化を起こしやすい。このため、合成樹脂基板を
用いる場合は、高耐熱性（高ガラス転移温度Ｔｇ）、高曲げ弾性率、低吸水性の材料を用
いることが望ましい。例えば、高耐熱性基板としてポリイミド系やＰＥＳ系、曲げ弾性率
が大きい基板としてはＰＥＴ、低吸水性基材としてはノルボルネン系などが挙げられる。
また、必要に応じて、有機－無機ハイブリッド材料からなる基板、例えばシルセスキオキ
サン骨格を有する基板などを用いてもよい。
【００１８】
　なお、本発明において透明な基板とは少なくとも可視光波長において光透過性を有して
いる基板であり、例えば紫外線波長領域や赤外波長領域において光吸収性を有している基
板を用いてもよい。このような基板としては例えば、ガラスや樹脂に紫外線吸収剤を練り
込んだ紫外線吸収基板、ガラスや樹脂に、赤外吸収性能を有する染料、顔料、銅に代表さ
れる金属イオンなどを練り込んだ赤外吸収基板などが挙げられる。
【００１９】
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　また、基板の厚みとしては、小型・軽量化を考慮すると、剛性を保てる範囲で、できる
だけ薄い方が好ましく、具体的には２０μｍ～１ｍｍ、２５μｍ～４００μｍ程度が好適
である。尚、光干渉薄膜積層体によって形成される透過帯域以外に光吸収を有する基板を
用いる場合は、基板の光吸収特性も考慮し、基材厚みを決定する。
【００２０】
　（第１及び第２光吸収層）
　本発明の第１及び第２光吸収層は、光吸収特性を有する金属Ａ、金属Ａの酸化物（ＡＯ
）、金属Ａの窒化物（ＡＮ）からなる群から選択される少なくとも１つの光吸収材料が挙
げられ、この光吸収材料としては、具体的には、Ｔｉ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｎｂ、Ｔａ、
等の金属Ａや合金、酸化物、窒化物などを用いることができる。
【００２１】
　なお、第１光吸収層と第２光吸収層とは、互いに同じ光吸収材料を用いて形成してもよ
いが、別の光吸収材料によって形成してもよい。本第１及び第２光吸収層として金属Ａを
利用する場合は、プラズマ振動数が光吸収を発現したい波長領域の光の振動数よりも大き
いことが好ましい。
【００２２】
　ここで、プラズマ振動数とは、金属の自由電子がプラズマ振動をする限界の振動数を指
す。プラズマ振動数が光の振動数よりも大きい時、光が金属内へ侵入するのを防ぎ、反射
させる。反対に、光の振動数がプラズマ振動数よりも大きいと、光は金属内に侵入し、金
属によって吸収される。このため、金属Ａのプラズマ振動数が光吸収を発現したい波長領
域の光の振動数よりも大きい材料を選択することで、所望の領域においてより透過率平坦
性の高い光学フィルタとすることができる。
【００２３】
　第１及び第２光吸収層として金属Ａの酸化物（ＡＯ）、金属Ａの窒化物（ＡＮ）を用い
る場合、第１及び第２光吸収層の消衰係数が０．５以上であることが好ましい。ここで、
消衰係数とは、物質に光が入射した場合、光がどれだけ減衰されるかを示したものであり
、この値が大きいほど、入射光は強く減衰されることになる。
【００２４】
　ここで、金属や合金などと比較すると、金属Ａの酸化物（ＡＯ）あるいは金属Ａの窒化
物（ＡＮ）は消衰係数が小さい。第１及び第２光吸収層において、消衰係数が小さすぎる
と、所望の光量を減衰させるのに必要な層数や膜厚が厚くなり、光学フィルタの反りやク
ラックなどの要因になるためである。更に、第１及び第２光吸収層は金属Ａの酸化物（Ａ
Ｏ）あるいは金属Ａの窒化物（ＡＮ）からなる層であることが好ましい。金属酸化物ある
いは窒化物は金属と比較し、消衰係数が小さいため、各層の膜厚をある程度厚く保つこと
ができる。
【００２５】
　このため、膜設計の自由度が高まると共に、光吸収層の膜厚制御の安定性が向上し、分
光特性が良好で且つ、光学特性の再現性の良い光学フィルタとすることができる。金属Ａ
の酸化物（ＡＯ）あるいは金属Ａの窒化物（ＡＮ）を第１及び第２吸収膜に使用する場合
は、特にチタン酸化物（ＴｉＯｘ　０＜ｘ＜２）を使用するのが好適である。ＴｉＯｘは
可視領域の吸収特性が比較的リニアであり、より透過率特性の平坦な光学フィルタとする
ことができるためである。
【００２６】
　なお、第１及び第２光吸収層は真空蒸着、イオンプレーティング法、イオンアシスト法
、など既知の様々な手法で成膜できる。
【００２７】
　（中間層）
　本発明の中間層は、第１及び第２光吸収層の間に形成された金属Ａとは異なる金属元素
である金属Ｂの酸化物ＢＯ又は窒化物ＢＮの化合物から形成され、例えば、Ｓｉ、Ａｌ、
Ｍｇ、Ｌａ、Ｚｒ、Ｔｉ、Ｎｂ、Ｔａなどの酸化物、窒化物あるいは酸化窒化物から形成
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される。中間層は、本発明では多層構造、例えば、第１中間層と第２中間層とで形成する
場合、第１中間層と第２中間層とは同系の材料を用いてもよいし、別の材料を用いてもよ
い。
【００２８】
　中間層は多層構造を有し、例えば、２層（第１及び第２中間層）で構成した場合、第１
中間層を第１光吸収層上に形成し、この第１中間層上に第２中間層を形成する。そして、
この第２中間層上に第２光吸収層を形成することにより、１つの光学調整層が形成される
。
【００２９】
　この場合、第１中間層の可視光波長領域における消衰係数が、第２中間層の可視光波長
領域における消衰係数よりも大きくなるように第１中間層を設ける。このとき、第１中間
層を形成する化合物の消衰係数と、第２中間層を形成する化合物の消衰係数とは、同一の
波長で大小関係が定義される。
【００３０】
　なお、中間層は３層以上設けてもよい。その場合には、各中間層を形成する化合物を同
系の材料とすることで、屈折率差の低減や密着性などの向上に有利である。
【００３１】
　例えば、酸化チタンの酸化物（ＴｉＯｘ）で形成された第１光吸収層上において第１中
間層と第２中間層とを酸化アルミニウムでそれぞれ積層する場合、その第１中間層を形成
する酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏｙ）の酸化数よりも第２中間層を形成する酸化アルミニ
ウム（Ａｌ２Ｏｚ）の酸化数を大きく、すなわち、ｙ＜ｚの条件を満たすように形成する
。第２中間層は例えばＡｌ２Ｏ３となるように形成し、可視光波長における消衰係数が極
力小さくなるようにすることが好ましい。
【００３２】
　例えば、第１中間層成膜時には、反応性ガスを導入しないで成膜し、第２中間層成膜時
には酸素などの反応性ガスを十分に導入しながら成膜することで、第１中間層の可視光波
長領域における消衰係数が、第２中間層の可視光波長領域における消衰係数よりも大きく
なり、更に第２中間層の可視光波長領域における消衰係数がゼロに近くなる。なお、第１
中間層成膜時に反応性ガスを導入しないことで、第１吸収層の消衰係数が中間層成膜時に
変動することを抑制することができる。
【００３３】
　ここで、第１中間層の消衰係数を第２中間層と比べて大きく設定すると、第１中間層の
光吸収率が大きくなるが、本発明では、光学フィルタの光吸収特性への変動要因を最小化
するため、第１中間層の厚さを第２中間層よりも極力薄く、好ましくは第２中間層の半分
以下の厚さ、より好ましくは１／４以下の厚さとするのが良い。
【００３４】
　すなわち、第２中間層よりも大きい消衰係数となるように第１中間層を設けて、第２中
間層成膜による第１光吸収層の消衰係数の変動を抑え、加えて第１中間層の厚さをなるべ
く薄くして光学フィルタの光吸収特性に対する影響を最小化し、更に第２中間層の消衰係
数が実質ゼロになるように第２中間層を設けることにより、光学フィルタ全体の光吸収特
性は、第１及び第２光吸収層によって定めることができる。つまり、中間層に影響されず
、安定した光量調整の機能が第１及び第２光吸収層によって得られる。
【００３５】
　また、第１中間層の消衰係数は０．１以下であることが好ましい。消衰係数が０．１よ
り大きいと、光学フィルタの透過率特性に与える影響が大きくなり、透過率特性の著しい
悪化を招く虞があるためである。
【００３６】
　更に、上述のように第１中間層は第２中間層よりも膜厚が薄く、具体的には６０Å～２
００Åであることが好ましい。６０Åよりも膜厚が薄いと、第１中間層は海島構造となり
、十分な層を形成しない虞があり、第２中間層成膜時に導入される反応性ガスによる第１
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光吸収層の酸化あるいは窒化を十分に防止できないことがある。一方、２００Åよりも厚
いと、第１中間層の有する可視光波長領域における微小な光吸収特性が光学フィルタの透
過率平坦性に悪影響を与える虞がある。
【００３７】
　中間層は、光学フィルタの透過率平坦性をよりフラットにするための機能を有する。光
吸収層の消衰係数は、可視光波長領域において必ずしも均一ではない。このため、光吸収
層全体で吸収する光量を可視光波長領域で略均一とするために、光吸収層と中間層との界
面で光干渉を起こさせ最適な条件で光を透過或は反射させる必要がある。
【００３８】
　光吸収層の材質や必要とされる透過率平坦性にもよるが、光吸収層と中間層との界面で
最適な光干渉を得るには、中間層として６０～１５００Å程度の膜厚が必要となる。前述
のように第１中間層は消衰係数が大きいため、中間層の膜厚が２００Åより大きくなる場
合は第１中間層と第２中間層の多層構造とし、第１中間層の膜厚を２００Å以下とするこ
とが好ましい。
【００３９】
　ここで、中間層を第１及び第２光吸収層の間に形成された金属Ａとは異なる金属元素で
ある金属Ｂの酸化物ＢＯ又は窒化物ＢＮの化合物としたのは、光吸収層と中間層との屈折
率差を効果的に持たせるためである。
【００４０】
　前述のように、光学フィルタの透過率平坦性向上には光吸収層と中間層との光干渉効果
を利用する必要があるが、光吸収層と中間層とが同一の金属元素からなる場合、十分な屈
折率差を得ることができない虞があり、効果的な光干渉作用を得られないことがあるため
である。
【００４１】
　第１及び第２中間層は、具体的には、真空蒸着、イオンプレーティング法、イオンアシ
スト法、など既知の様々な手法で成膜できる。例えば、第１及び第２中間層は、金属Ｂあ
るいは金属酸化物ＢＯを出発材料として、第一中間層は酸素などの反応性ガスを導入しな
いで成膜し、第２中間層は十分な酸素あるいは窒素からなる反応性ガスを導入して成膜さ
れる。
【００４２】
　第１及び第２中間層は同じ金属Ｂから形成される金属酸化物ＢＯあるいは金属窒化物Ｂ
Ｎからなる化合物であることが好ましい。同じ金属から形成することで、第１及び第２中
間層の屈折率差を非常に小さくすることができ、第１及び第２中間層との光干渉により光
学フィルタの透過率特性が悪化することを抑制することができる。
【００４３】
　更に、第１及び第２中間層が同じ金属Ｂからなる金属酸化物ＢＯあるいは金属窒化物Ｂ
Ｎからなる化合物とすることで、第１及び第２中間層の密着を強固なものとすることが可
能となる。
【００４４】
　（反射防止層）
　本発明の光学フィルタの最表層には、好ましくは反射防止層を形成する。反射防止層は
ＳｉＯ２やＭｇＦ２などの屈折率の小さい材料からなり、反射を抑制する波長領域の中心
波長をλとした時、光学膜厚がλ／４程度となるように成膜される。ここで、光学膜厚と
は、屈折率と物理膜厚の積で表される。反射防止層は真空蒸着法やイオンプレーティング
法、イオンアシスト法、など既知の様々な手法で成膜できる。なお、反射防止層は必要に
応じて屈折率の異なる複数の薄膜から形成されていてもよい。複数の薄膜から形成される
場合も、最表層の光学膜厚はλ／４程度であることが好ましい。ここで、λ／４程度とは
０．７～１．３λ／４程度の膜厚を指す。
【００４５】
　＜実施例１＞
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　図２に本実施例に係る光学フィルタの構成図を示す。本実施例の光学フィルタは透明基
板の両面に複数の光学調整層と反射防止層からなる光量調整膜８が形成された構成となっ
ている。表１に実施例１に係る光学フィルタの設計例を設計例１として示す。
【００４６】
　設計例１の光学フィルタ１１は、厚み７５μｍのＰＥＴ基板からなる透明基板に、Ｔｉ
Ｏｘ（０＜ｘ＜２）からなる第１及び第２光吸収層と、Ａｌ２Ｏｙ（第１酸化物）からな
る第１中間層とＡｌ２Ｏｚ（第２酸化物）からなる第２中間層が形成されている。
【００４７】
　ここで、ｙ＜ｚであり、Ａｌ２Ｏｙの可視光波長における消衰係数はＡｌ２Ｏｚの可視
光波長における消衰係数よりも大きい。更に、最表層にＭｇＦ２からなる反射防止層が形
成されている。
【００４８】
　本実施例の光量調整膜８は、全ての光学調整層の光吸収層がＴｉＯｘ、第一中間層が第
１化合物Ａｌ２Ｏｙ、第２中間膜が第２化合物Ａｌ２Ｏｚとなっている。図３に設計例１
の光学フィルタの分光透過率特性を示す。
【００４９】
【表１】

【００５０】
　本実施例の光学フィルタの製造方法について説明する。実施例１の光学フィルタは真空
蒸着法によって作製した。先ず、ＰＥＴ基板を成膜治具にセットし、ＰＥＴ基板の成膜す
る面を蒸着材料と対向するように蒸着ドームに取り付ける。蒸着ドームを蒸着チャンバー
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に投入し、排気を行う。蒸着チャンバー内が所望の真空度、例えば１．０×１０－３Ｐａ
程度となったら、第１光吸収層の成膜を開始する。
【００５１】
　第１光吸収層はチタン酸化物を出発材料とし、電子ビームにて坩堝に納められたチタン
酸化物を加熱し、ＰＥＴ基板に蒸着させる。チタン酸化物はＴｉＯｘ膜としてＰＥＴ基板
に蒸着される。本実施例では第１光吸収層成膜時に酸素などの反応性ガスを導入しなかっ
たが、必要に応じて適宜導入してもよい。
【００５２】
　続けて、第１光吸収層を所望の膜厚で成膜したら、次に第１中間層を成膜する。第１中
間層は出発材料に酸化アルミニウムを用いる。坩堝に充填された出発材料である酸化アル
ミニウムを電子ビームで加熱し、酸素ガスを導入しないで蒸着させる。
【００５３】
　酸素ガスを導入しないで成膜すると、電子ビームのエネルギーによって発生した出発材
料である酸化アルミニウムの酸素欠損が、ＰＥＴ基板到達までの間に十分に補完されずに
成膜される。第１中間層成膜時に酸素ガスを導入しないことで、第１吸収層の消衰係数の
変動を抑制して、中間層を形成することができる。
【００５４】
　更に、第１中間層の成膜が終了したら、第２中間層の成膜を行う。第２中間層は第１中
間層と同じく、出発材料に酸化アルミニウムを用いる。第２中間層は、電子ビームによっ
て出発材料である酸化アルミニウムを加熱し、チャンバー内の圧力が３．０×１０－３Ｐ
ａとなるように酸素ガスを導入し成膜を行う。
【００５５】
　このように成膜することで、電子ビームのエネルギーによって発生した出発材料の酸化
アルミニウムの酸素欠損が、チャンバー内に導入された酸素によって十分に補完された層
とすることができる。
【００５６】
　なお、本実施例では、第２中間層成膜時の圧力を３．０×１０－３Ｐａとしたが、これ
に限らず成膜レートや成膜開始時の圧力に応じて最適な酸素ガス導入量とすればよい。こ
こで、第１中間層は第２中間層よりも膜厚が薄い構成となっている。
【００５７】
　第１中間層と第２中間層は共にアルミニウムの酸化物だが、第１中間層は酸素欠損が生
じた状態となっており、可視光波長領域に弱い吸収を有しているため、第１中間層を厚膜
とすると光量調整膜の透過率平坦性を悪化させる虞があるためである。
【００５８】
　続けて、第２中間層の成膜が終わったら、第２吸収層であるＴｉＯｘを成膜する。第２
吸収層は第１吸収層と同じ要領で成膜することができる。前述の要領で光吸収層と中間層
を順次成膜していき、９層目の成膜が終わったら、反射防止層を形成する。なお、このよ
うな反射防止層は設けなくてもよい。
【００５９】
　本実施例では反射防止層としてＭｇＦ２を成膜した。反射防止層は出発材料である弗化
マグネシウムが充填された坩堝を電子ビームにより加熱し、ＭｇＦ２を所望の膜厚で成膜
する。反射防止層の成膜が終わったら、ベントを行い、蒸着機チャンバー内の圧力を常圧
とし、ＰＥＴ基板を取り出す。更に、ＰＥＴ基板の反対面にも同様に光吸収層、中間層及
び反射防止層からなる光量調整膜を形成する。
【００６０】
　特に、本実施例の様に、透明基板として樹脂製基板などを用いる場合は、透明基板の両
面に光量調整膜を設けることが好ましく、基板の両面に設けられた光量調整膜が略同一の
設計であることが更に好ましい。このような構成とすることで、透明基板として比較的剛
性の低い樹脂基板を用いても、反りやうねりの小さい光学フィルタとすることができる。
【００６１】
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　本実施例では、同一設計の光量調整膜が透明基板の両面に形成された光学フィルタとし
たが、光量調整膜が透明基板の片方のみに構成されていてもよいし、それぞれの面で異な
る膜設計の光量調整膜としてもよい。また、基板の一方の面のみに光量調整膜が形成され
ていてもよい。
【００６２】
　また、透明基板と光量調整膜との界面に下地層を設けてもよい。下地層としては金属の
酸化物が好ましく、例えばＳｉＯ２やＡｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２などが好適である。下地層と
しては、光量調整膜の透過率平坦性に影響を与えないことが好ましく、可視光波長領域に
おいて光吸収性が小さいことが好ましい。
【００６３】
　具体的には、第２中間層と同程度の酸化数、即ち、略完全に酸化した金属酸化物である
ことが好ましい。これらの下地層を設けることで、透明基板と光量調整膜との密着性を向
上させることができる。更に、特に本実施例の様にガラス製と比較して吸水率の大きい樹
脂製の透明基板を用いた場合、下地層を設けることで、透明基板から第一層へ水蒸気や酸
素などが移動するのを抑制する効果も期待できる。
【００６４】
　なお、設計例１では、全ての中間層が多層構造となっているが、例えば表２の設計例２
で示すように、一部の中間層が１層からなる構成であってもよい。設計例２では４層目と
６層目の光吸収層の間に存在する中間層がＡｌ３Ｏｙのみとなっている。
【００６５】
　設計例２においては、５層目の中間層に求められる膜厚が十分に薄く、５層目の中間層
の酸素欠損による光吸収は、光量調整膜の平坦性に影響を与えないレベルの膜厚であるた
めである。図３に設計例２の光学フィルタの分光透過率特性を示す。
【００６６】
【表２】



(11) JP 6867148 B2 2021.4.28

10

20

30

40

50

【００６７】
　設計例１では、第１中間層と第２中間層を共に金属酸化物（Ａｌ２ＯｙまたはＡｌ２Ｏ

ｚ）としたが、設計例３で示すように、例えば第１中間層を第１化合物ＳｉＯｎ、第２中
間層を第２化合物Ｓｉ３Ｎｍの様に、一方を金属酸化物（第１酸化物）、もう一方を金属
窒化物（第２窒化物）としてもよい。この場合も、第１中間層の可視光波長領域における
消衰係数は、第２中間層の可視光波長領域における消衰係数よりも大きく、且つ、第１中
間層は第２中間層よりも薄い層となっている。
【００６８】
　なお、第２中間層のＳｉ３Ｎｍは十分に窒化した状態、即ちＳｉ３Ｎ４となるように成
膜され、可視光波長領域における消衰係数が略ゼロであることが好ましい。ここで、Ｓｉ
Ｏｎは酸化ケイ素を出発材料として、電子ビームにより酸化ケイ素を加熱し、反応性ガス
を導入することなく成膜することで得られ、窒化膜ＳｉＮｍはケイ素を出発材料とし、電
子ビームによって出発材料であるケイ素を加熱し、チャンバー内の圧力が８．０×１０－

３Ｐａとなるように窒素ガスを導入し成膜することで得られる。
【００６９】
　このように成膜することで、中間層成膜による第１光吸収層の消衰係数の変動を抑制す
ることができ、光学特性の安定した光学調整膜とすることができる。図３に設計例３（表
３）の光学フィルタの分光透過率特性を示す。
【００７０】
【表３】

【００７１】
　光量調整膜は、面方向に段階的あるいは連続的に透過率が変化する領域を有していても
よい。段階的に透過率濃度の異なる光学フィルタは、例えば、光学調整膜を成膜する際に
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、開口の異なる複数の成膜マスクを使用することで作製できる。
【００７２】
　成膜マスクは、透明基板に形成される蒸着膜の範囲を決定するもので、成膜マスクの開
口が透明基板への成膜領域となる。開口の異なる複数の成膜マスクを使用して、複数回蒸
着をすることで、それぞれの蒸着工程で成膜される領域が異なるため、段階的に透過率の
異なる光量調整膜とすることができる。
【００７３】
　透過率が連続的に変化する光学フィルタは、例えば、光量調整膜の透過率を主に決定し
ている光吸収層の膜厚を面方向で連続的に変化さたり、光吸収層の成膜時の反応性ガス導
入量を調整し面方向で酸化数あるいは窒化数を連続低に変化させることで作製できる。
【００７４】
　なお、段階的あるいは連続的に透過率が変化する場合、光吸収層の成膜されていない領
域、即ち略透明な領域が光学フィルタ内に存在することが好ましい。段階的あるいは連続
的に透過率が変化する光量調整膜は前述した手法に限らず、すでに既知の様々な方法で作
製可能である。
【００７５】
　＜実施例２＞
　図４には本実施例に係る光学フィルタの構成図を示す。本実施例の光学フィルタは透明
基板１の一方の面に光量調整膜８、もう一方の面に反射防止膜９が構成された構成となっ
ている。表４に実施例２に係る光学調整フィルタの設計例を設計例４として示す。
【００７６】
　本実施例の光学フィルタは、透明基板である板厚４００μｍのガラス基板（Ｂ２７０ｉ
：ショット社製）の一方の面に光吸収層及び中間層からなる光学調整層が形成されており
、もう一方の面に複数層からなる反射防止膜が形成された構成となっている。設計例４の
光学フィルタは図５に示したような分光透過率特性を有し、可視光波長領域における分光
透過率が略均一となっている。
【００７７】



(13) JP 6867148 B2 2021.4.28

10

20

30

40

50

【表４】

【００７８】
　設計例４の光学調整膜は光吸収層としてＴｉＯｘ及びＴｉを用いている。設計例４では
透明基板の片面のみで光を減衰することが光量調整膜に求められる。このため、設計例４
では、光吸収層の一部に金属膜であるＴｉを使用した。ＴｉはＴｉＯｘと比較し消衰係数
が大きく、Ｔｉを使用することで、光吸収層のトータル膜厚を薄くすることができる。
【００７９】
　Ｔｉは蒸着材料として金属チタンを使用し、金属チタンを充填した坩堝に電子ビームを
照射し、成膜時に酸素ガスなどの反応性ガスを導入することなく成膜することで形成され
る。他の光吸収層であるＴｉＯｘ、第１及び第２中間層に関しては、実施例１と同様の条
件で成膜した。
【００８０】
　なお、設計例４では光吸収層の一部のみを金属膜としたが、光吸収層の全ての層を金属
膜としてもよいし、金属膜を使用しなくてもよい。また、第１吸収層と第２吸収層を形成
する金属元素が異なっていてもよい。
【００８１】
　ここで、反射防止膜について説明する。設計例４において反射防止膜は、透明基板の光
量調整膜が成膜されていない面の表面反射を抑制するために設けられる。反射防止膜は屈
折率の異なる複数の薄膜を積層することで形成され、設計例４ではＴｉＯ２とＳｉＯ２が
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【００８２】
　設計例４ではＴｉＯ２とＳｉＯ２を用いているが、これらに限らずＭｇＦ２、ＳｉＯ、
Ｓｉ３Ｈ４、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＯ、ＬａＴｉＯ３、ＺｒＯ２、Ｎｂ２Ｏ５、Ｔａ２Ｏ５な
ど様々な材料を任意に組み合わせて使用することができる。
【００８３】
　反射防止膜の最表層は、低屈折率材料とすることが好ましく、実施例４ではＳｉＯ２と
しているが、ＭｇＦ２も好適に使用できる。本実施例において、反射防止膜を複数層から
なるものとしたのは、光量調整膜の透過率平坦性に極力影響を与えないようにするためで
ある。
【００８４】
　単層の反射防止膜は、中心波長において反射率が最も低くなり、中心波長から遠ざかる
につれて徐々に反射率が上昇する。すなわち、単層から形成される反射防止膜の場合、反
射防止膜の中心波長から遠ざかるに従い、反射防止膜の影響で光学フィルタの透過率が低
くなり、透過率平坦性の悪化を招く虞がある。一方、反射防止膜を複数層からなる積層構
造とすることで、単層の反射防止膜と比較して広い波長範囲で反射を抑制することができ
、光学フィルタの透過率平坦性を著しく悪化することを抑制することができる。
【００８５】
　本実施例では第１中間層と第２中間層に金属酸化物を用いたが、設計例２の様に、単層
の中間層を含んでいてもよいし、設計例３の様に第一中間層に金属酸化物、第２中間層に
金属窒化物を用いてもよい。なお、実施例１と同様に、本実施例における光量調整膜にお
いても、段階的あるいは連続的に透過率が変化する領域を有していてもよい。
【００８６】
　＜実施例３＞
　図６に本実施例に係る光学フィルタの構成図を示す。本実施例の光学フィルタは、透明
基板の一方の面に光量調整膜、もう一方の面に赤外カット膜が形成された構造となってい
る。表５に実施例３に係る光学フィルタの設計例を設計例５として示す。
【００８７】
　本実施例の光学フィルタは、可視光を略透過し、赤外光波長領域に吸収機能を有する板
厚４００μｍの赤外吸収ガラス（ＮＦ５０Ｔ：旭硝子社製）を透明基板１とし、赤外吸収
ガラスの一方の面に、光吸収層及び中間層からなる光学調整層を有する光量調整膜８が形
成されており、もう一方の面に屈折率の異なる複数の薄膜の積層体からなる赤外カット膜
１０が形成されている。設計例５の光学フィルタの分光特性を図７に示す。
【００８８】
　設計例５の光学フィルタは、光量調整膜により可視光波長領域の透過率が略均一に減衰
されると同時に、赤外カット膜によって近赤外光波長領域の光の透過が遮蔽されている。
【００８９】
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【表５】

【００９０】
　本実施例の光学フィルタの製造方法について説明する。赤外吸収ガラスを成膜治具にセ
ットし、実施例１と同様の方法で赤外吸収ガラスの一方の面に光量調整膜を形成する。次
に、赤外吸収ガラスの光量調整膜を形成した面とは反対面に赤外カット膜を形成する。
【００９１】
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　ここで、赤外カット膜について説明する。赤外カット膜は屈折率の異なる複数の薄膜積
層構造体である。薄膜の屈折率差を利用して光干渉を発現させ、赤外光波長領域の光を反
射するように積層される。薄膜材料としては、ＭｇＦ２、ＳｉＯ２、ＳｉＯ、Ｓｉ３Ｈ４

、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＯ、ＬａＴｉＯ３、ＺｒＯ２、ＴｉＯ２、Ｎｂ２Ｏ５、Ｔａ２Ｏ５な
どを用いることができる。
【００９２】
　赤外カット膜は、赤外カット膜によって形成されるカット波長領域における中心波長を
λとすると、光学膜厚がλ／４程度、具体的には０．７～１．３λ／４程度の屈折率の異
なる無機薄膜が複数積層された構造を基本構成としている。但し、透過帯域のリップルを
低減するためにλ／４から大きく離れた層を有していても良い。特に透明基板との界面に
リップルを低減する層を複数層形成することが効果的である。
【００９３】
　赤外カット膜は図８に示したような分光特性を有しており、透過領域からカット領域へ
と遷移する遷移波長領域を有し、この遷移波長領域中に透過率が５０％となる赤外半値波
長が存在する。本実施例で使用したような赤外吸収ガラスも赤外半値波長を有しているが
、赤外カット膜によって形成される赤外半値波長が赤外吸収ガラスの赤外半値波長よりも
長波長側に存在するようにすることが好ましい。
【００９４】
　赤外カット膜と比較し、赤外吸収ガラスの赤外半値波長は製造方法的にバラつきが発生
しにくい。このため、主に赤外吸収ガラスにより赤外半値波長が決定する構成とすること
で、赤外半値波長の安定した光学フィルタとすることができる。
【００９５】
　赤外カット膜においては薄膜の屈折率差が大きい方が、所望の分光特性を得るのに必要
な積層数が少なくなるため、極力屈折率差の大きい組み合わせとするのが好ましく、本実
施例ではＳｉＯ２とＴｉＯ２により赤外カット膜を形成した。この組み合わせとしたのは
、実質的に屈折率差が最も大きくなる組合せであるためである。
【００９６】
　赤外カット膜は次のように作製する。赤外吸収ガラスの光学調整層を形成した面とは反
対の面が、蒸着材料と対応するように蒸着ドームにセットし、蒸着チャンバー内の圧力が
１．０×１０－３Ｐａになるまで排気を行う。チャンバー内の圧力が１．０×１０－３Ｐ
ａに到達したら、坩堝に充填されたＳｉＯ２層の出発材料である酸化ケイ素を電子ビーム
により加熱し、蒸着させる。
【００９７】
　この時、蒸着チャンバー内にプラズマを発生させ、蒸着成分がプラズマ雰囲気を通って
赤外吸収ガラスへと到達するように成膜する。ＳｉＯ２層が所定の厚みとなったら、次に
ＴｉＯ２層を形成する。ＴｉＯ２層の出発材料には酸化チタンを用い、坩堝に充填された
酸化チタンを電子ビームにて加熱し、ＳｉＯ２層成膜時と同様に蒸着チャンバー内にプラ
ズマを発生させ、プラズマ雰囲気を通過した蒸着成分が赤外吸収ガラスに到達するように
成膜する。このように所望の積層数ＳｉＯ２層とＴｉＯ２層を交互に積層していく。
【００９８】
　設計例５では、赤外カット膜を一方の面に積層したが、図９（ａ）に示すように透明基
板１のそれぞれの面に分割して赤外カット膜１０ａ，赤外カット膜１０ｂを成膜してもよ
い。赤外カット膜１０を分割して成膜する場合は、図１０に示すように、透明基板のそれ
ぞれの面に形成する赤外カット膜１０ａ、１０ｂのカット波長が異なり、且つ、少なくと
も一部が重なるような光学特性とすることが好ましい。このように形成することで、効率
的に赤外光波長をカットすることが可能となると共に、赤外波長領域でカット機能が不十
分な領域をなくすことができる。
【００９９】
　更に、設計例５では透明基板の一方の面に光量調整膜を形成したが、図９（ｂ）に示す
ように透明基板の両面に光量調整膜８ａ、光量調整膜８ｂを形成してもよい。この時、透



(17) JP 6867148 B2 2021.4.28

10

20

30

40

50

明基板の両面に形成された光量調整膜を合わせて、所望の光量を減衰できるように形成す
る。
【０１００】
　なお、赤外カット膜と光量調整膜とを基板の同一面に設ける場合、赤外カット膜上に光
量調整膜を形成することで、帯電防止機能を有する光学フィルタとすることができる。光
量調整膜は、導電性を有する光吸収層（金属あるいは金属の酸化物又は窒化物）を有し、
反射防止層などを有していても表面抵抗率は１０×１０１０Ω／□程度以下であり、十分
に帯電防止機能を有しているためである。このため、異物などの付着しにくい光学フィル
タとすることができる。
【０１０１】
　一方、光量調整膜上に赤外カット膜を形成することで、光学特性を長期に安定させるこ
とができる。光量調整膜は金属あるいは金属の酸化物又は窒化物からなる光吸収層が、大
気中の酸素や水蒸気と接することで酸化が促進され、経時的に透過率が上昇することがあ
るが、赤外カット膜を光量調整膜上に形成することで第一層が酸素や水蒸気と接するのを
抑制し、透過率変化が生じにくくなる。
【０１０２】
　更には、端面を含む赤外カット膜を光量調整膜で覆う、あるいは、端面を含む光量調整
膜を赤外カット膜で覆う構成にすることが好ましい。このようにすることで、上述の帯電
防止機能あるいは光学特性の長期安定性を更に向上させることができる。
【０１０３】
　光量調整膜と赤外カット膜は形成方法によっては、応力方向が異なることがある。この
ため、光量調整膜と赤外カット膜とを透明基板の同一面に形成した場合、光量調整膜と赤
外カット膜との界面における密着性が問題となることがある。このような場合は、光量調
整膜と赤外カット膜との界面に密着層を設けると良い。密着層としては、光量調整膜と赤
外カット膜との応力差を緩和する応力緩和層が最適で、連続的に応力が変化する層などが
好適である。
【０１０４】
　このような応力緩和層としては、例えば、酸化数が膜厚方向で連続的に変化する層や膜
密度が連続的に変化する層が挙げられる。酸化数が膜厚方向で連続的に変化する層は、例
えば、複数の蒸着材料を同時に成膜し、その混合比率を変化させること得られる。また、
膜密度が連続的に変化する層としては、例えば成膜時の蒸着チャンバー内圧力を連続的に
変化させることで得られる。更に、応力緩和層は金属膜であってもよい。
【０１０５】
　金属膜は金属結合からなる膜であり、共有結合やイオン結合からなる膜に比べ、延性に
優れ、比較的自由に変形可能である。このため、応力方向の異なる光量調整膜と赤外カッ
ト膜との間に、金属膜を配置することで、光量調整膜と赤外カット膜の応力エネルギーが
金属膜の変形に使用され、光量調整膜と赤外カット膜との界面での剥離を抑制できる。
【０１０６】
　更に、光量調整膜と赤外カット膜を透明基板の同一面にもうける場合、光量調整膜と赤
外カット膜との間に干渉調整層を導入してもよい。干渉調整層は光量調整膜と赤外カット
膜との干渉条件を調整するための層であり、光量調整膜と赤外カット膜を積層することで
発生するリップルを調整する。
【０１０７】
　干渉調整膜は例えばＴｉＯ２などが好適に使用できるが、これ以外にも、ＭｇＦ２、Ｓ
ｉＯ２、ＳｉＯ、Ｓｉ３Ｈ４、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＯ、ＬａＴｉＯ３、ＺｒＯ２、Ｎｂ２Ｏ

５、Ｔａ２Ｏ５なども好適に使用でき、単層あるいは積層体とのいずれの構成としてもよ
い。
【０１０８】
　赤外カット膜は、紫外線領域の透過をカットする機能を有していてもよい。紫外線カッ
ト機能は、カットする紫外線領域の波長をλとした時、それぞれの層の光学膜厚が略λ／
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４となるように、屈折率の異なる薄膜を積層することで得られる紫外線カット膜によって
もたらされる。
【０１０９】
　紫外線カット膜は赤外カット膜と同様の材料を使用することができ、薄膜間の屈折率差
が大きいほど積層数は少なくすることができる。例えば、ＳｉＯ２層とＴｉＯ２層の組合
せは実質的に屈折率差の最も大きい組み合わせとなり好適である。
【０１１０】
　本実施例では光量調整膜の第１中間層と第２中間層に金属酸化物を用いたが、設計例２
の様に単層の中間層を含んでいてもよいし、設計例３の様に第一中間層に金属酸化物、第
２中間層に金属窒化物を用いてもよい。なお、光量調整膜は実施例１と同様、基板の面方
向に対して段階的あるいは連続的に透過率が変化する領域を有していてもよい。
【０１１１】
　図１１にカメラなどの撮像光学系を示す。入射光はレンズ１２、１５～１７、絞り羽根
１３ａ、１３ｂや光学フィルタ１１等から形成される光量調整装置２０を通り、ＣＣＤや
ＣＭＯＳセンサから成る撮像素子１８へと入射して電気信号に変換され映像化される。
【０１１２】
　絞り羽根１３ａ、１３ｂの位置情報は光量制御部１９へと伝達され、光量制御部１９は
撮像素子１８からの光量情報と絞り羽根１３ａ、１３ｂの位置情報から最適な開口となる
ように絞り羽根１３ａ、１３ｂを駆動させる。
【０１１３】
　光学フィルタ１１は、絞り羽根１３ａ、１３ｂが一定の開口以下となると光学フィルタ
駆動部１４によって光路に挿入され、絞り羽根１３ａ、１３ｂの開口が小さくなり過ぎる
ことで発生するフレアなどの弊害を抑制する。
【０１１４】
　光学フィルタ１１には、実施例１～３で作製した光学フィルタが挿入され、撮影時の光
量に応じて適宜光路に挿入される。
【０１１５】
　ここで、実施例３の光学フィルタを用いる場合は、赤外半値波長を有する赤外カット膜
と撮像素子との間に光量調整膜が存在するように配置されることが好ましい。このように
配置することで、ゴーストの発生を抑制することができる。
【０１１６】
　なお、ゴーストとは撮像光学系内における光の多重反射により発生し、光学フィルタに
起因するゴースト強度を簡易的に求める式は、（光学フィルタの透過率）×（光学フィル
タの反射率）×（撮像素子の感度）で表される。赤外カット膜の赤外半値波長近辺では透
過率と反射率の赤外大きい領域であり、且つ、人の眼が認識できる限界領域の波長を含む
ため特にゴーストの影響が大きくなってしまう。
【０１１７】
　赤外カット膜と撮像素子との間に光量調整膜を配置すると、赤外カット膜と透過した光
が光量調整膜により減衰され、更に、撮像素子などに反射した光量調整膜へ再度入射して
きた光が光量調整膜により減衰されたのち、赤外カット膜に到達するため、赤外カット膜
に起因する反射を効率的に減衰することができるためである。
【０１１８】
　更には、透明基板に赤外吸収ガラスを使用し、赤外半値波長を有する赤外カット膜と撮
像素子との間に赤外吸収ガラスを設けることが好ましい。赤外吸収ガラスは赤外カット膜
の赤外半値波長領域に光吸収機能を有しており、赤外カット膜の半値波長近辺におけるゴ
ーストの要因となる光を効果的に減衰することができる。
【０１１９】
　本発明に係る光学フィルタは透過率平坦性が良好であるため、被写体のカラーバランス
を崩すことなく、撮像素子に到達する光量を適切に減衰することができる。
【符号の説明】
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【０１２０】
１　　　　　　　　　　　透明基板
２　　　　　　　　　　　第１及び第２光吸収層
３　　　　　　　　　　　第１中間層
４　　　　　　　　　　　第２中間層
５　　　　　　　　　　　中間層
６　　　　　　　　　　　光学調整層
７　　　　　　　　　　　反射防止層
８、８ａ、８ｂ　　　　　光量調整膜
９　　　　　　　　　　　反射防止膜
１０、１０ａ、１０ｂ　　赤外カット膜
 
１１　　　　　　　　　　光学フィルタ
１２、１５～１７　　　　レンズ
１３ａ、１３ｂ　　　　　絞り羽根
１４　　　　　　　　　　光学フィルタ駆動部
１８　　　　　　　　　　撮像素子
１９　　　　　　　　　　光量制御部
２０　　　　　　　　　　光量調整装置
 
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図９】

【図１０】

【図１１】
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